
飯ヤキ
塚宗
遺
跡

大
分

１
　
所
在
地
　
　
　
大
分
県
東
国
東
郡
国
東
町
大
字
鶴
川
字
キ
リ
ウ

２
　
調
査
期
間
　
　
一
九
九
九
年

（平
１１
）

一
月
―
九
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
国
東
町
教
育
委
員
会

４
　
調
査
担
当
者
　
永ヽ
松
み
ゆ
き

。
藤
本
啓
二

５
　
遺
跡
の
種
類
　
集
落

・
泥
湿
地
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
入
世
紀
後
半
―

一
〇
世
紀

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

調
査
対
象
地
は
、
国
東
半
島
の
東
岸
ほ
ぼ
中
央
に
位
置
す
る
国
東
町
の
中
心

部
に
あ
た
り
、
町
の
中
心
を
東
西
に
流
れ
る
田
深
川
下
流
域
右
岸
で
、
現
国
東

港
よ
り
南
西
へ
約

一
ｋｍ
の
沖
積

層
の
水
田
地
帯
に
位
置
す
る
。

東
側
に
は
九
世
紀
頃
の
古
瓦
が

出
上
し
た
桜
八
幡
社
が
あ
り
、

西
側
の
独
立
丘
陵
上
に
は
、
中

世
の
飯
塚
城
跡
が
あ
る
。
本
遺

跡
は
丘
陵
下
の
沖
積
地
上
、
標

高
約
三
―
五
ｍ
に
位
置
す
る
。

国
東
半
島
は
か
つ
て
の
豊
後

‐

脇
キ
ー

乳

郷

畝

鰯
鰹咽

業
囲Ｆ
酔物ｆ
と

．

建

；

ヽ

園

聰

「
響 醗l
l  建物 10

癬
建物 15

滞 1

焼成塊
17単 、1    0

中 )

木簡・墨書上器等出土区域

杭 列

一一一一一一一一中一一一
エ

一■

■

”
　
　

▲

0            30m

(甲喜 )||)
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国
国
埼
郡
に
あ
た
り
、
『和
名
抄
』
に
よ
れ
ば
、
同
郡
に
は
七
郷

（但
し
う
ち
一

郷
は
他
郡
の
重
出
か
）
の
名
が
見
え
る
が
、
当
地
は
そ
の
う
ち
国
前
郷
に
含
ま
れ

る
と
考
え
ら
れ
る
。　
一
九
九
二
年
に
行
な
わ
れ
た
南
側
隣
接
地
の
調
査
で
は
、

古
代
の
掘
立
柱
建
物
を
検
出
し
た

（国
東
町
教
育
委
員
会

『飯
塚
遺
跡
　
大
分
県
国

東
町
文
化
財
調
査
報
告
書
第
一
一
集
』
一
九
九
四
年
）。

本
調
査
は
、
東
国
東
広
域
総
合
文
化
施
設
建
設
に
伴
う
も
の
で
あ
り
、
調
査

区
は
東
西
約
七
〇
ｍ
、
南
北
最
大
幅
約
六
〇
ｍ
で
、
面
積
は
約
三
五
〇
〇
♂
を

占
め
る
。
調
査
区
の
東
半
部
に
泥
湿
地
が
広
が
り
、
そ
の
西
側
と
北
側
に
掘
立

柱
建
物
群
が
あ
る
が
、
そ
の
中
で
も
北
側
の
密
集
度
が
高
い
。
建
物
は
全
部
で

一
四
棟
検
出
し
た
が
、
そ
の
う
ち
五
棟
は
、
二
間
×
二
間
の
総
柱
建
物
で
あ
る
。

北
側
の
建
物
群
で
は
、
汀
線
沿
い
に
東
西
に
走
る
柵
列
が
あ
り
、
建
物
群
は
そ

れ
に
沿

っ
て
東
西
に
並
ぶ
。
根
石
を
伴
う
建
物
二
三
は
六
間

（柱
間
一
・
八
―

一
言
）
×
二
間

（同
三
二
一言
）
で
、
検
出
し
た
建
物
中
で
最
大
規
模
で
あ
る
。

泥
湿
地
は
、
検
出
し
た
範
囲
で
は
最
深

一
・
五
ｍ
で
、
北
側
建
物
群
か
ら
東
南

側
へ
の
傾
斜
地
に
、
約
三
〇
帥
の
厚
さ
で
包
含
層
の
主
体
と
な
る
黒
褐
色
粘
土

層
が
堆
積
し
て
い
た
。
そ
し
て
北
側
の
汀
で
は
、
汀
線
に
平
行
に
杭
列
と
人
頭

大
の
石
列
が
検
出
さ
れ
、
泥
湿
地
へ
張
り
出
す
よ
う
な
構
造
物
が
あ
っ
た
と
み

ら
れ
る
。
そ
の
他
、
溝
状
遺
構

。
焼
成
坑
な
ど
を
検
出
し
た
。

遺
物
は
現
在
ま
だ
整
理
調
査
中
で
あ
る
が
、
泥
湿
地
内
の
主
に
北
側
建
物
群

の
近
く
、
杭
列
の
南
側
か
ら
最
も
多
く
出
土
し
て
お
り
、
墨
書
土
器
や
木
製

品

。
木
簡
が
黒
褐
色
粘
土
層
に
含
ま
れ
て
い
た
。
そ
の
他
、
黒
色
土
器

・
製
塩

土
器

。
貿
易
陶
磁
器

。
大
型
土
錘
な
ど
の
上
器
類
、
布
目
瓦
、
石
帯
、
馬
形

・

曲
物

・
粕
文
字

。
桶

・
皿

・
椀

・
糸
巻

・
櫛

・
錘

・
横
槌

・
下
駄

・
杭
状
人

形

・
陽
物
形
な
ど
の
木
製
品
、
多
量
の
木
片
、
種
子

・
ひ
ょ
う
た
ん

。
木
の
葉
、

白
黒
の
玉
砂
利

・
獣
骨
な
ど
が
出
土
し
た
。

大
分
県
下
の
土
器
編
年
な
ど
に
よ
れ
ば
、
泥
湿
地
よ
り
多
量
に
出
土
し
た
土

師
器
杯

。
皿
、
墨
書
土
器
を
主
と
し
た
須
恵
器
杯
蓋

・
杯
身
は
、
人
世
紀
後
半

か
ら
九
世
紀
初
頭
頃
ま
で
の
も
の
で
あ
り
、
中
に
は
九
世
紀
後
半
に
下
る
も
の

も
含
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
緑
釉
陶
磁
椀

。
中
国
産
白
磁
椀
Ｉ
類

・
越
州
窯
系
青

磁
椀
Ｉ
類

・
黒
色
土
器
Ａ
類
椀
は
、
九
世
紀
―

一
〇
世
紀
頃
の
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
な
お

一
二
世
紀
―

一
四
世
紀
を
主
と
す
る
時
期
の
土
器
類
も
上
層
の
堆

積
層
か
ら
出
土
し
て
い
る
。

文
字
資
料
と
し
て
は
木
簡
五
〇
点
の
他
、
墨
書
土
器

（須
恵
器
杯
身

・
蓋
、
土

師
器
杯
身
）
が
約
二
〇
点
、　
ヘ
ラ
書
土
器

（土
師
器
杯
身
）
が
二
占
〔
（う
ち
一
点
は

「大
心
し

あ
り
、
墨
溜
痕
が
見
ら
れ
る
土
器
も
約

一
〇
点
出
土
し
て
い
る
。
墨

書
は
そ
の
大
半
が

「稲
」
「稲
万
」
で
あ
り
、
他
に

「
一
」
が
あ
る
。
な
お
そ

の
他
、
解
読
不
明
な
も
の
が
数
点
あ
る
。

８
　
木
簡
の
釈
文

。
内
容

①

　

□
二
月
十
七
日
作
人
十
二
人
　
津
□
　
　
　
（］こ
溢
受
『
霞

1999年出上の木簡
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②
　
。
「
ｏ
以
四
月
十

一
日
作
人
十
三
　
妙
将
三

。
「
ｏ
　
伎
佐
本
阿
〔酢
咤
入
田
阿
【酢
配

〔
口
圭
力
〕

和
田
九
段
　
下
薦
□
□
二
段

上
阪
田
六
段

【神
力
〕

□
人
上
吉

。
「以
六
月
四
日
作
人
廿
（≡
戸
人

醐
将
址
以
」

〔少
力
〕

名
合
十
六
人
　
　
　
　
　
　
　
勘
申
永
春
」

毒

箭
肝
日
――
日
日
］口
□

以
日

□

日

□

ｌ

ｌ

名
＜
　
以
十
月
日
日
Ｈ
Ｈ
日
日
日
日
Ｈ
日
日
日
日
□

〔
阪
力
〕

下
□
×

〔狸

喘

四
日
作
十
一一天

（
∞
や
卜
）
×
∞
∞
×
∞
　
Φ
μ
Φ
Ｘ

豊
田
　
　
次
成
　
　
妖
人

高
太
　
　
田
作
　
　
犬
万
呂

帖
所
饂
　
細
万
呂
　
嶋
次
　
」

∞
釦
］
×

卜
⇔
×

∞
　

ｏ
解
μ
＊

以
十
月
十
四
日
□
米
□
石
五
半
日
日
日

日
日
口

以
十
月
十
日
日
日
日

日
日
日
日
］

＝

＝

日
日

日

日

Ｈ

日

日

日

日

望

半
日

□

以
十
月
廿
二
日
加
納
春
息
米

一
石
七
斗
三
升

依
真
九
田
□
〔酌
収
酬
剛
と

以
十
月
十
八
日
加
納
春
息
米
四
石
工
斗
七
升
□
依
真
麻
呂

池
作
　
　
以
十
月
十
三
日
加
□
□
口
日
日
日
日
日
日

日
日
日
日
日
日
日
〕
　

　

　

以
十
二
Ｈ

〔勘
力
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔加
納
力
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｈ
月
十
七
日
加
納
二
石
二
斗

以
十
月
十
九
日
加
納
春
息
三
石
七
斗
口
□
□
□
□
□
池
作
　
　
　
　
以
十
月
廿
四
日
□
□
米
二
石
口
日
日
□

以
十
月
廿
日
加
納
春
息
米
五
石
工
升

以
十
月
十

一
日
加
納
□
五
斗
五
升
汁

以
十
月
　
　
　
日
日
日
日

日
日
日
□

十

一
月
日

日

日

―十
日

□

　

」

∞
卜
ヽ
×

ω
『
×

μ
ｏ
　

ｏ
∞
］

翻
¶
聰
塁
審
Ａ
諄
曇

螂船獄帥鯵酷弐束
」

（
Ｎ
］
〇
）
×
卜
〇
×
卜
　
ｏ
μ
Φ

∞
］
Φ
×

ω
∞
×

ヽ
　

ｏ
牌
Ｐ
Ｘ

十
月
十
日
加
納
春
息
米
十
三
石

一
口
中
回

□

Π勘
力
〕

□
□
池
作

乙豊郷
万甘万
呂 呂

〔納

　

四
カ
〕
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〔
移
力
〕

０

　

□
□
□
□
□
□
納
七
十
五
束
□
　
」

０
　
・
『□
八
月
【酎
詢
一日
□
□
□
五
百
廿
□
』

六系
判
拠
鞄
騨
金友
□

。
三
百
十
二
東
　
　
　
　
　
友
□

日
――
日
日
日
日
Ｈ
Ｈ
Ｈ
Ｉ十

日
日
日
日
日
日
――
日
日
巳

（削
り
残
り
）

（］
ＰＯ
）
×
（∞卜）
×
ミ
　
ｏ∞
Ｐ

〔
×
■
〕

。
以
六
月
十

一
日
下
稲
十
九
束
四
把
口
回

。
□
□
日
□
回
十
三
日
□
　
　
　
　
　
　
　
（懸
×
含
×
∞
露
　
　
　
　
⑭

〔
月
ヵ
〕

「
＜
石
丸
上
春
息
米
国
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（霊
×
］ヌ
⇔
愚

〔脇ツ
カ
沼
谷員
力
〕

Ｌ
雑
口
所
□
□
　
日
日
日
Ｈ
Ｈ
Ｈ

日
日
日
日
日
日
□

口
国
人
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

〔
〓
≡
力
〕

「　

　

霙
口舗
徽
輻
赳
甲□

＝

廿

工
三
人
ロ
ーー
回

一
人
口
□

木
工
二
人
口
□
匙
口
□
」

〔多
力
〕

〔工
功
力
〕

「造
所
請
口
□
酒
　
二
十
二
人
」
　

　

　

　

∞Ｐ長
∞授
ぎ

ｏＦ
　
　
　
　
側

「
＜
秦
宮
次
息
米
国

「
＜
嶋
丸
米
二
升
十
□
八
□

〔
阿
力
〕

「□
鳥
女
十
束

□
刀
自
女
十
束

□
女
十
束

　

田
長
九
女
十
束

「日
日
日
Ｈ
Ｈ
国
□
□
□

〔
五
カ
〕

日
日
８
Ｈ
回
□
束

〔利
力
〕

□
□
田
口
□
井
□

□
牟
□
田
計
井
□
」

口

□

」

〔
人
力
〕

（
Ｆ

∪

×
～

×
『
　
ｏ
∞
Φ

日

Ц

Ｈ

廿

成
次
女
五
束
日
国
」

九
女
五
束
上
　
　
」

ヽ
い
ｏ
×
ド
ト
×
『
　
ｏ
Ｐ
〕

含
∞
頓
）
×
卜
ω
×
Ｐ

銀
　
ｏ
Ｐ
Φ

釦
∞
伽
×

卜
Φ
×

『
　

ｏ
岸
μ

（
μ
Ｏ
Ｏ
）
×
∞
∞
×
卜
　
ｏ
Ｐ
⇔

1999年出上の木簡

lle   llll

（
Ｐ
『
卜
）
×

（
］
∞
）
×
釦
　
ｏ
∞
〕

□ □
□

十
□
所
給
物
百
士
」
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⑩
　
。
「召
□
□
□
作
人
口

「知
月
十
日
以
前
作
畢
其
状
申
終
殿
門
不
得
怠
俗

専
当
珠
栄
師

「今
日
物
忌
不
可
出
入
」
　
　
　
　
　
　
　
Ｐ懇
×
聯
朗

ａ
軍

冨

籍
銀
）
鬼
〔酢
酢
剛
酢
町
〕

（
∞
∞
∞
）
×
卜
い
×
∞
　
Φ
∞
∞

⑬

　

「十
八
」

一

231   0D   Oll

□
綱
置
二
人

口
二
人
　
　
」

〔所
力
〕

Ｌ
以
四
月
十
三
日
日
日
日
回

飛
丸
　
　
パ
ロ
丸

ぃ
□
九
　
□
□
□
〔丸
力
〕

。
「
『日
日
日
日
日
日
巳

（削
り
残
り
か
）

可
□
□

〔莫
力
〕

・
乙
方
滅
□

・
コ
Ｈ
Ｈ
Ｈ
日
日
――
巳

（削
り
残
り
）

□剛　締開期欧口

〔佐
力
〕

含
伽
『
）
×

（
ヽ
］
）
×
ω
　
ｏ
釦
Φ

（
Ｐ
］
時
）
×
〇
〇
×
∞
　
ｏ
Ｐ
Φ

（
牌
Ｎ
⇔
）
×
］
∞
×
Ｐ
　
ｏ
∞
〕

（
諄

ｅ

×
畔

×
Ｐ
　
Φ
館

い
ｏ
ω
×

］
卜
Ｘ

Ｐ
Ｐ
　

ｏ
ｏ
〕

い
Ｐ
呻
×

］
牌
×

∞
　

ｏ
μ
Ｐ
Ｘ

Ｏ
」

ｏ
」

（檜
扇
）

］
卜
Ｐ
×
Ｎ
∞
×
Ｐ
　
ｏ
⇔
］

（
『
『
）
×
］
Ｐ
×
Ｐ
　
⇔
６
〕

Ｏ
μ
牌

十

一
月
十
八
日
被
宣
国
前
臣
刀
伽
」

「大
弐
従
四
位
上
藤
原
朝
臣
□
□
　
口
‐十
日

「
呂

赳

『宗
良
　
宗
良
』

（削
り
残
り
）

×
弐
藤
原
朝
臣

□
□
□
□

　

（槽
５
〔
奉
力
〕

「
ｏ
武
蔵
里
日
日
日
回
□

「
ｏ

『馬
□
□
□
□
馬
』

武
蔵
里
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（甑
受
ω反
い

「＝

廿

足□
剛咽
団棚
馴則

」

「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
□
中
国
又
屋
位
不

日
川
回
作
日
□
□
合
□
口
□
　
」
Ｎ
Φ
い
×
∞
Ｎ
×
⇔

〔日
力
〕

「
六
月
□
□
□
□
　
□

六
月
□
日
□
□
口
国
　
　
　
　
　
　
　
　
（］じ

登
受
∞



〔尋
来
力
〕

ｍ
　
。

□
□
□
□
□
□

。
□
□

〔物
力
〕

（
誤

９

×

Ｏ
ｅ

×
ち

　
ｏ
曽

Ｐ
］
Ｐ
×

（
］
Φ
）
×
∞
　
ｏ
∞
ト

（
ｒ

ｅ

ｘ

Ｇ
じ

ｘ
∞
　
ｏ
論

（
Ｐ
ω
⇔
）
×
∞
］
×
卜
　
ｏ
⇔
い

（
∞
∞
）
×

］
ｏ
×

］
　

ｏ
ω
∽

（
馬

ｅ

×

含

ｃ

×

∞
　

ｏ
ぢ

令

じ

×

含

じ

×

⇔
　

Φ
曽

（
釦
⇔
）
×

］
∞
×

∞
　

Φ
∞
μ

∞
Ｐ
∞
×

卜
Ｐ
×

い
　

ｏ
∞
］

【可
力
沼
良
力
〕

・
□
大
大
可
□
良
□
□

」

・
同
Ｈ

Ｈ
回
盗
　
昭
〔
□
」

〔身
力
〕

名
道

身

身
身
身
身
□
□

（
〕
⇔
卜
）
×
］
『
×
ヽ
　
Φ
Ｐ
Φ

「七
□
□
　
土
□
口
□枚
」

□
元
　
□

宮
丸
□

一
人
　
己
中

⑭
　
。
　

　

□

□

□
□
□
五
□
」

・
　

　

同
国

キ
全
勢
虫
　
　
」
（他
に
も
削
り
残
り
の
文
字
あ
り
）

〔
見
力
〕

∞
　
。
□
　
佐
□

。
□

日
□

〔得
力
〕

e61

「□
□

子
二
人
□

〔所
力
〕

。
□
□
□

⑩

　

「
＜

（重
書
　
削
り
残
り
か
）

目□

101
お
ツ
れ
い

名
□
□
□
□
□
□
　
　
『□
　
同
Ｈ
匡
（削
り
残
り
）
（左
側
面
）

。
「　
　
　
　
　
　
　
　
『□
』
（削
り
残
り
か
）

念

念
念
念

『□
』
念
念
□
日
―十
回
　
　
　
（∞じ
巡
叉
館

自
Φ

⑫

　

「中
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蔵
臣
×
脚
ｏ
Ｓ

い

　

「千
成
□
」
（他
に
も
削
り
残
り
の
文
字
あ
り
）
　

　

μ］受
『受
『
ｏ３

木
簡
五
〇
点
の
う
ち
、
こ
こ
で
は
主
な
も
の
を
紹
介
す
る
。
木
簡
は
内
容
的

に
い
く
つ
か
の
性
格
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

第

一
に
ω
ｌ
ω
で
、
日
付
と

「作

（人
こ

の
人
数
と
、
そ
の
内
訳
な
い
し

は
具
体
的
人
名
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
問
題
は
何
を
作
る
人
た
ち
か

と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
②
に

「和
田
九
段
」
な
ど
、
日
の
名
称
と
面
積
を
記

し
て
い
る
こ
と
か
ら
判
断
す
る
と
、
田
を
作
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
よ
う
。

す
な
わ
ち
二
月

一
七
日
は

一
二
人
、
四
月
二

一
日
に
は

一
三
人
、
六
月
四
日

に
は
③
で
は
二
六
人
、
い
で
は

一
三
人
で
田
を
作

っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
③

と
い
は
同
じ
日
付
で
あ
り
、
い
が
①
に
含
ま
れ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
別
な
の
か

は
不
明
で
あ
る
。
ま
た
②
ｌ
い
の
三
点
の
木
簡
で
は
、
い
ず
れ
も
人
数
が

一
三

1999年出土の木簡

。
□
□
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人
な
い
し
二
六
人
、
そ
し
て
い
で
は

一
二
人
で
あ
る
か
ら
、
ほ
ぼ

一
三
人
が
作

田
労
働
の
一
つ
の
単
位
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

と
こ
ろ
で
作
人
の
内
訳
中
に
は
、
「太
」
「少
子
」
「殿
子
」
と
い
う
語
が
見

え
る
。
そ
し
て
②
で
は

「少
子
」
と

「太
」
が
、
①
で
は

「殿
子
」
と

「少
」

が
対
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
「太
」
と

「殿
子
」
と
は
同
じ
意
味

を
持
つ
の
で
あ
ろ
う
。
「少
子
」
は
大
宝
令
制
下
で
は

一
七
歳
以
上
二
〇
歳
以

下
の
男
子
を
意
味
し
た
。
た
だ
し
こ
の
木
簡
は
後
述
す
る
よ
う
に
、
既
に
大
宝

令
の
時
期
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
後

「少
子
」
は
養
老
令
で
は

「中
男
」
と

変
わ
り
、
ま
た
天
平
勝
宝
九
歳

（七
五
七
）
四
月
に
は
、　
一
人
歳
以
上
二

一
歳

以
下
と
変
更
さ
れ
た
。
ま
た
大
宝

。
養
老
令
制
下
で
は
四
歳
以
上

一
六
歳
以
下

を

「小
子
」
と
言
っ
た
が
、
右
の

「中
男
」
の
年
齢
変
更
に
伴
い
、
四
歳
以
上

一
七
歳
以
下
と
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
令
制
の
年
齢
規
定
に
は

「少
子
」
「小
子
」
が
あ
る
が
、
木
簡

の

「少
子
」
が
こ
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
と
考
え
る
必
要
は
な
い
。
平
城
京

左
京
三
条
二
坊
で
大
量
に
見
つ
か
っ
た
長
屋
王
家
木
簡
の
中
に
は
、
「西
宮
少

子
」
「犬
司
少
子
」
「少
子
」
な
ど
が
頻
出
す
る
。
そ
れ
ら
は
王
家
に
仕
え
る
青

少
年
た
ち
を
示
し
て
お
り
、
必
ず
し
も
法
律
の
規
定
に
か
か
わ
ら
な
い
用
法
で

あ

っ
た
と
み
ら
れ
る
。
し
か
も
飯
塚
遺
跡
で
は
そ
れ
と
対
に
な
る

「殿
子
」

「太
」
は
、
令
制
の
用
語
で
は
な
い
。
し
た
が
つ
て
②
Ｏ
の

「少
子
」
も
長
屋

王
奈
木
簡
と
同
様
に
、
令
制
用
語
で
は
な
く
、
青
少
年
と
い
う
意
味
で
あ
つ
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て

「殿
子
」
「太
」
は
、
他
に
類
例
を
知
ら
な
い

が
、
成
人
男
子
の
こ
と
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。

第
二
は
⑤
ｌ
⑩
で
、
稲
穀
の
収
納
や
出
納
に
関
わ
る

一
群
で
あ
る
。
的
は
全

体
に
墨
の
残
り
が
悪
く
読
め
な
い
部
分
が
多
い
が
、
九
月
か
ら

一
二
月
ま
で
、

日
付
の
配
置
か
ら
す
る
と
、
主
に
は

一
〇
月
の
日
付
を
順
に
表
裏
に
書
き
、
そ

の
下
に

「加
納
春
息
米
」
の
量
を
記
す
。
日
毎
の
収
納
量
を
書
き
付
け
た
木
簡

で
あ
る
。　
一
〇
月

一
人
日
と
三
二
日
に
つ
い
て
、
そ
の
下
に
書
か
れ
た

「真
麻

呂

（丸
こ

は

「春
息
米
」
の
納
入
者
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
下
に
書
か
れ
た

「池
作
」
は
、
「勘
収
」
に
あ
た
っ
た
人
で
あ
り
、　
一
九
日

・
二

一
日
に
も
見

え
る
。
「加
納
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
「加
」
を
重
視
す
れ
ば
、
本
来
あ
る

べ
き
納
入
量
に
付
加
さ
れ
て
納
め
ら
れ
た
も
の
と
い
う
意
味
に
な
ろ
う
が
、
あ

る
い
は
単
に

「納
」
と
い
う
の
と
同
じ
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た

「息
米
」
は
利

息
と
し
て
支
払
う
米
の
意
味
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
三
二
日
の
部
分
で
は
、

「依
真
丸
田
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
、
人
で
は
な
く
日
に
賦
課
さ
れ
た
よ
う

で
あ
り
、
ど
う
理
解
し
て
よ
い
か
不
詳
。

こ
の
木
簡
は
日
毎
の
米
の
収
納
量
を
書
き
上
げ
た
も
の
で
あ
る
が
、
長
さ
人

四
四
ｍｍ
幅
六
七
ｍｍ
と
大
き
く
、
上
端
の
左
右
に
は
切
り
込
み
を
持
つ
。
こ
う
し

た
大
型
木
簡
に
日
付
を
追

っ
て
記
録
を
書
い
た
も
の
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
滋
賀

県
高
島
町
鴨
遺
跡
出
上
の
貞
観

一
二
年

（人
七
一こ

の
木
簡

（本
誌
第
二
号
）
や
、

藤
原
宮
跡
出
土
の
弘
仁
元
年

（八
一
〇
）
の
木
簡

（奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所

『飛

鳥
藤
原
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
』
七
、
本
誌
第
五
号
）
な
ど
の
例
が
あ
る
。
こ

れ
ら
の
大
型
木
簡
は
倉
札
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
荘
園
な
ど
の
管
理
や
経
営
の



1999年出上の木簡

拠
点
に
お
い
て
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る

（原
秀
三
郎

「倉
札
・
札
家
考
」
本
誌

第
入
号
）。
こ
う
し
た
出
土
事
例
を
参
考
に
す
る
と
、
本
遺
跡
出
土
の
①
も
倉

札
の
例
に
加
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
鳴
遺
跡
の
木
簡
に
は
釘
に
掛
け

る
た
め
の
孔
が
あ
り
、
壁
に
掛
け
て
用
い
た
と
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、

い
の
切
り
込
み
も
紐
を
く
く
り
つ
け
、
壁
の
釘
に
掛
け
る
た
め
の
も
の
と
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
壁
に
掛
け
ら
れ
た
こ
の
木
簡
に
、
来
年
九
月
以

降

一
二
月
ま
で
、
主
に

一
〇
月
の
間
、
収
納
し
た
日
毎
に
米
の
量
を
書
き
付
け
、

表
が

一
杯
に
な
る
と
裏
返
し
て
さ
ら
に
書
き
継
い
で
い
っ
た
の
で
あ
る
。

一
〇
月
と
い
う
と
稲
の
収
穫
の
時
期
と
し
て
は
や
や
遅
い
感
は
あ
る
が
、
先

の
藤
原
宮
跡
出
土
の
倉
札
で
も

一
〇
月
二
〇
日
の
収
納
が
あ
り
、
収
穫
時
期
と
、

そ
の
後
の
何
ら
か
の
手
続
き
を
経
た
上
で
の
収
納
ま
で
の
間
と
に
、
若
千
の
時

期
差
が
あ
る
こ
と
も
想
定
で
き
よ
う
。
０
も

「勘
納
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
収

納
し
た
稲
の
量
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
「公
男
□
」
は
納
入
者
の
名
で
あ
ろ
う
。

０
０
は
倉

へ
の
稲
の
移
納
や
収
納
の
記
録
、
①
⑩
も
稲
の
出
納
記
録
だ
が
、

現
存
部
分
で
は
支
出
を
記
し
て
い
る
。
⑦
は
左
右
両
辺
に
刻
み
目
が
あ
り
、
表

面
左
辺
で
は
上
か
ら

一
〇
カ
所
目
の
刻
み
目
に
刻
線
を
つ
け
る
。
裏
面
で
は
や

は
り
左
辺
の
、
上
か
ら
五

・
一
〇

。
二
〇
カ
所
目
に
、
同
じ
く
筋
線
を
つ
け
て

い
る
。
上
端
か
ら
各
線
ま
で
の
長
さ
は
、
表
面
は
五
九

ｍｍ
、
裏
面
で
は
三
五

・

六
七

。
一
二
五
ｍｍ
と
な
る
。
こ
の
数
字
か
ら
す
る
と
、
か
な
り
誤
差
は
あ
る
が
、

刻
み
目

一
〇
個
で

一
寸
に
な
る
よ
う
に
し
た
物
差
し
に
、
木
簡
を
転
用
し
た
の

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
刻
み
目
の
間
隔
は
ば
ら
つ
き
が
大
き
い
し
、
途
中
に

刻
み
目
の
な
い
部
分
も
あ
り
、
検
討
の
必
要
が
あ
る
。
⑪
⑫
は
個
人
名
と

「春

息
米
」
「息
米
」
を
記
し
て
お
り
、
働
の
春
息
米
の
納
入
と
関
わ
り
、
各
個
人

が
そ
れ
を
納
入
し
た
際
に
用
い
た
付
札
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
日
々
合
計
し
て
、

働
は
作
成
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

第
三
は
⑬
⑭
で
、
出
挙
に
関
係
す
る
木
簡
で
あ
る
。
⑬
は
複
数
の
女
性
の
名

と
、
そ
の
下
に
書
か
れ
た

「十
束
」
な
い
し

「
五
束
」
と
い
う
稲
の
量
の
記
載

が
あ
る
。
女
性
と
稲
と
の
関
係
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
れ
は
出
挙
の
量

を
表
す
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
常
陸
国
衛
付
属

工
房
跡
と
み
ら
れ
る
茨
城
県
石
岡
市
鹿
の
子
Ｃ
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
漆
紙
文
書

の
中
に
、
公
出
挙
の
貸
し
付
け
原
簿

（出
挙
帳
）
と
み
ら
れ
る
帳
簿
が
含
ま
れ

て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
男
女
と
も
に
個
人
毎
に
三
月
い
く
ら
、
五
月
い
く
ら
と
、

「十
」
か
ら

「汁
」
ま
で
の
数
字
を
書
い
て
い
る
。
こ
れ
は
稲
の
東
数
で
あ
ろ

う
。
こ
の
書
式
は
⑬
木
簡
と
類
似
し
て
お
り
、
か
つ
こ
こ
で
は
貸
し
付
け
数
は

一
〇
束
単
位
で
あ
る
が
、
⑬
で
も

一
〇
束
が
多
く
、
ま
た
五
束
、　
一
〇
束
と
き

り
の
良
い
数
字
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
⑬
は
、
個
人
ご
と
の
出

挙
の
貸
し
付
け
量
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
と
判
断
す
る
。
木
簡
に
見
え
る
限
り

で
は
、
作
人
に
は
男
性
が
な
り
、
出
挙
の
対
象
に
は
女
性
が
な
る
と
い
う
興
味

深
い
男
女
の
差
が
あ
る
。
た
だ
し
①
⑪
⑫
の

「（春
）
息
米
」
も
出
挙
に
関
わ

る
と
す
る
と
、
そ
の
納
入
者
は
、
知
ら
れ
る
限
り
で
は
、
男
性
ば
か
り
で
あ
る
。

⑭
も

「利
」
と
い
う
語
か
ら
、
出
挙
に
関
わ
る
と
み
ら
れ
る
。

第
四
に
い
１
の
で
、
木
工

。
金
工
な
ど
の
手
工
業
に
関
わ
る
木
簡
群
で
あ
る
。



的
は
読
め
な
い
部
分
が
多
い
が
、
「雑
物
所
」
の
食
を
請
求
な
い
し
支
給
し
た

こ
と
を
示
す
木
簡
で
あ
る
。
支
給
対
象
者
に
は
、
「夫
」
と

「工
」
が
お
り
、

前
者
の
中
に

「金
□
所
」
に
属
す
る
人
と
、
「松
切
」
が
い
る
。
松
は
燃
料
用

で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
後
者
の
中
に
は

「木
工
」
が
い
る
。
本
遺
跡
か
ら
は
多
く

の
木
皿
を
は
じ
め
と
す
る
木
製
品
や
、
碗
櫨
の
爪
痕
の
残
る
木
材
片
が
出
土
し

て
お
り
、
「木
工
」
の
存
在
を
裏
付
け
る
。
こ
の
木
簡
か
ら
は

「雑
物
所
」
と

い
う
組
織
が
あ
り
、
そ
こ
で
は
木
製
品
の
み
な
ら
ず
金
属
製
品
を
製
作
し
て
い

た
こ
と
が
窺
え
る
。

い
は

「造
所
」
が
工
の
た
め
に
酒
を
請
求
し
て
い
る
木
簡
で
あ
る
。
「造
所
」

は
い
の

「雑
物
所
」
と
同
じ
も
の
で
あ
ろ
う
。
側
も
工
へ
の
給
物
の
可
能
性
が

あ
ろ
う
。
ω
は
労
働
の
内
容
に
よ
る
内
訳
部
分
で
あ
る
。
「綱
置
」
の
意
味
は

よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
夫
の
一
種
で
あ
ろ
う
。
⑩
は
刀
形

（直
刀
で
切
っ
先
は
尖

ら
な
い
）
の
刀
身
の
根
元
、
日
釘
穴
の
上
に
数
字
を
書
く
。
飛
鳥
池
遺
跡
出
土

の
釘
形
木
製
品
に
、
「
。
□
□
人
皇
□
／

・
百
七
十
」
「大
釘

一
」
（本
誌
第
一
四

目し

な
ど
と
書
か
れ
て
い
た
こ
と
を
参
考
に
す
る
と
、
こ
の
刀
形
は
様
で
あ
り
、

こ
れ
を
見
本
に
刀
を

一
人
振
作
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

う
で
あ
る
な
ら
、
こ
れ
は
金
工

（鍛
冶
）
の
存
在
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
な
お

図
で
も
、
水
田
の
作
人
の
こ
と
を
書
い
た
木
簡
に

「工
」
が
見
え
る
。

の
は
召
文
で
、
召
喚
の
対
象
に
な
っ
た
某
所
作
人
は
工
人
で
あ
ろ
う
。
名
前

は
不
詳
な
が
ら
、
殿
門
と
敬
称
さ
れ
る
人
物
、
専
当
と
し
て
の
僧
弥
栄
師
、
そ

の
宣
を
受
け
た
人
と
し
て
、
こ
の
地
方
の
有
力
氏
族
で
あ
る
国
前
臣
の
人
物
が

登
場
す
る
。

第
五
に
信
仰

・
宗
教
に
関
わ
る
木
簡
で
、
側
の
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
④
は
自

然
の
木
の
枝
を
切
り
、
下
端
を
尖
ら
せ
、
上
端
に
面
取
り
を
し
て
文
字
を
書
く
。

物
忌
札
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
形
態
の
も
の
は
初
の
出
土
で
あ
る
。
門
口
等
に

突
き
立
て
た
の
で
あ
ろ
う
。
や
は
り
昨
年
、
長
岡
京
跡
で
長
さ

一
一
〇
卿
余
の

長
大
な
物
忌
札
が
見
つ
か
っ
た
が

（本
号
三
七
買
）、
そ
れ
よ
り
も
長
い
。
こ
の

よ
う
な
形
状
の
も
の
に
は
、
茨
城
県
鹿
島
湖
岸
北
部
条
里
遺
跡

・
群
馬
県
二
之

宮
宮
東
遺
跡

・
岡
山
県
鹿
田
遺
跡
な
ど
か
ら
出
上
し
た
塔
婆
が
あ
り

（本
誌
第

八
・
一
五
号
、
本
号
二
〇
四
頁
）、
ま
た
現
在
で
も
使
用
例
が
あ
る
。
の
は
呪
符

で
あ
る
。
こ
の
他
、
人
形

・
馬
形
な
ど
の
祭
祀
用
具
も
出
土
し
て
い
る
。
特
に

人
形
は
、
男
性

・
女
性
の
両
方
あ
り
、
形
状
も
平
面
的
な
も
の

。
杭
状
の
も
の

と
、
種
類
に
富
む
。

第
六
に
歴
名
の
木
簡
で
、
例
―
釣
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
断
片
で
あ
る
か
ら
、

内
容
全
体
は
不
詳
だ
が
、
い
は
男
性
名
を
列
挙
し
て
お
り
、
書
き
出
し
か
ら
判

断
す
る
と
、
い
に
類
す
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
側
的
は
も
と
は
同

一
木
簡
の

破
片
と
み
ら
れ
る
が
、
直
接
に
は
接
続
し
な
い
。

最
後
に
そ
の
他
で
、
働
側
は
檜
扇
で
あ
る
。
釣
の

「大
弐
」
は
大
学
府
の
官

人
で
、
切
の

「弐
」
も
大
弐
か
少
弐
で
あ
ろ
う
。
同
筆
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
藤

原
朝
臣
で
あ
り
、
名
は
記
さ
れ
て
い
な
い
た
め
特
定
で
き
な
い
が
、　
一
〇
世
紀

以
前
で
従
四
位
上
の
藤
原
氏
が
大
弐
で
あ
っ
た
例
と
し
て
は
、
人
世
紀
の
田
麻

呂
、
九
世
紀
の
藤
継

（嗣
▼

広
敏

・
衛

・
冬
緒

・
保
則
、　
一
〇
世
紀
の
興
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範

。
扶
幹

・
朝
忠

・
元
名
が
知
ら
れ
る

（『国
司
補
任
』
参
昭
じ
。
な
ぜ
こ
う
し
た

檜
扇
が
出
土
し
た
か
、
本
遺
跡
の
性
格
に
も
関
わ
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
い
に

は

「武
蔵
里
」
と
あ
る
が
、
『和
名
抄
』
に
よ
る
と
、
国
東
半
島
に
あ
た
る
豊

後
国
国
埼
郡
に
は
武
蔵
郷
が
あ
り
、
現
在
も
武
蔵
町
が
国
東
町
に
南
接
す
る
。

裏
面
に
は

「武
蔵
里
長
」
と
も
見
え
る
が
、
木
簡
の
内
容
は
不
詳
で
あ
る
し
、

後
述
の
よ
う
に
木
簡
の
時
期
は
、
里
制
が
施
行
さ
れ
て
い
た
人
世
紀
初
頭
以
前

と
は
考
え
が
た
い
。
①
の
右
側
面
は
二
次
的
に
削

っ
て
整
形
。
文
書
木
簡
だ
が
、

読
め
な
い
部
分
が
多
く
、
内
容
は
不
詳
。
し
か
し

「田
屋
」
な
ど
と
あ
り
、
水

田
経
営
に
関
わ
る
可
能
性
が
あ
る
。
⑫
の
右
側
面
及
び
∞
の
左
側
面
は
二
次
的

切
断
。

①
の
一
文
字
は

「
日
」
か

「
口
」
と
み
ら
れ
る
。
⑩
Ｏ
は
習
書
。
⑪
は
角
柱

状
の
材
の
三
面
に
文
字
を
記
す
。
⑫
は
山
物
の
底
部
外
面
に
墨
書
し
た
も
の
。

さ
て
、
残
念
な
が
ら
年
紀
を
記
し
た
木
簡
は
な
い
が
、
木
簡
の
書
風
や
、
令

制
と
は
異
な
る
年
齢
区
分
の
用
語
、
人
名
の
麻
呂

・
万
呂
を
多
く

「九
」
で
表

記
す
る
こ
と
、
働
の

「大
弐
従
四
位
上
藤
原
朝
臣
」
に
該
当
す
る
人
た
ち
の
時

期
な
ど
か
ら
判
断
し
て
、
木
簡
は
九
世
紀
頃
の
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
伴
出

し
た
、
下
端
を
尖
ら
せ
た
杭
状
の
人
形
も
、
奈
良
時
代
よ
り
も
時
期
が
下
る
と

み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

木
簡
か
ら
遺
跡
の
性
格
を
考
え
て
み
る
と
、
ま
ず
農
業
経
営
を
行
な
っ
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
四
月
や
六
月
に
作
人
を
組
織
し
て
い
る
こ
と
か
ら

す
る
と
、
賃
租
で
は
な
く
直
接
経
営
を
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
作
人
の
数

や
加
納
春
息
米
の
量
か
ら
す
る
と
、
か
な
り
の
面
積
の
田
地
と
み
ら
れ
る
し
、

出
挙
も
行
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
さ
ら
に
工

・
夫
を
組
織
し
て
木
製
品

。
金
属

製
品
の
製
作
を
も
行
な
う
と
い
う
、
多
角
的
な
経
営
の
実
態
が
浮
か
び
上
が
っ

て
く
る
。
し
た
が
っ
て
倉
を
含
む
多
く
の
建
物
が
建
ち
並
ぶ
本
遺
跡
は
、
そ
う

し
た
経
営
の
拠
点
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
経
営
に
関
与
し
た
人
物

と
し
て
、
の
に
見
え
る
弥
栄
師
や
国
前
臣
刀
価
、
⑤
の
池
作
、
あ
る
い
は
墨
書

土
器
に
多
く
登
場
す
る
稲
万
呂
が
あ
げ
ら
れ
る
。
た
だ
し
そ
れ
が
寺
院

・
貴
族

な
ど
に
よ
る
荘
園
経
営
な
の
か
、
そ
れ
と
も
在
地
の
有
力
者
に
よ
る
経
営
な
の

か
は
、
明
確
で
は
な
い
が
、
い
か
ら
す
る
と
、
大
学
大
弐
藤
原
朝
臣
な
い
し
は

大
宰
府
の
官
人
が
経
営
主
体
と
し
て
浮
か
ん
で
こ
よ
う
か
。

な
お
当
遺
跡
の
建
物
群
は
泥
湿
地
の
汀
に
面
し
、
汀
に
は
桟
橋
と
も
み
ら
れ

る
施
設
が
あ
る
。
建
物
群
を
限
る
塀
に
沿
っ
て
汀
ま
で
道
が
東
西
に
続
い
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
遺
跡
は
汀
と
は
有
機
的
な
関
連
を
持

っ
て
立
地
し
て
お

り
、
か
つ
喫
水
の
浅
い
船
を
使
え
ば
、
こ
の
遺
跡
と
海
岸
を
結
ぶ
こ
と
は
可
能

で
あ
っ
た
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
経
営
に
と
っ
て
も
重
要
な
意
味
を
も
つ
も
の
で

あ
る
。
国
埼
に
は
国
埼
津
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
難
波
津

へ
と
続
く
瀬
戸
内
航

路
の
重
要
な
津
で
あ
り
、
官
人

・
百
姓

・
商
旅
の
徒
が
そ
こ
を
拠
点
に
逗
漕

・

交
易
活
動
を
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る

（『類
衆
三
代
格
』
延
暦
一
五
年
一
一
月

二
一
日
太
政
官
符
）。
国
埼
津
は
豊
後
国
国
埼
郡
国
前
郷
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、

当
遺
跡
か
ら
そ
う
遠
く
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

（１
１
７
　
永
松
み
ゆ
き
、
８
　
舘
野
和
己

〈奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
し




